
※　目次には、ＪＩＳ第一・第二水準範囲内の文字を使用しています。

平成２９年８月２１日

津　市　公　報 第　　２８０　　号

津市教育委員会公告

平成２９年度津市幼稚園教諭・養護教諭採用試験実施

津市教育委員会告示

津市教育委員会の開催

津市消防本部公告

平成２９年度津市消防職員採用試験実施

津市上下水道事業公告

建設工事等の事後審査型条件付一般競争入札の執行

津市上下水道事業告示

津市下水道排水設備指定工事店の指定

道路位置指定

平成２９年７月分津市農用地利用集積計画の決定

犬の抑留

猫の引取り

津市公告

平成２９年度津市職員採用試験実施

平成２９年度津市職員採用試験（職務経験者対象）実施

犬の抑留

津市告示

目　　　次

津都市計画の変更

放置自転車等の撤去及び保管

認可地縁団体の告示事項の変更

公示送達

地縁による団体の認可

津市応急診療所の使用料及び手数料徴収事務の一部委託



津市告示第１６８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項の規定に基

づき使用料及び手数料の徴収事務の一部を次のとおり委託したので、同条第２

項の規定により告示する。 

  平成２９年８月１日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

１ 徴収する使用料及び手数料 

  津市こども応急クリニック・休日デンタルクリニックの使用料及び手数料 

２ 委託先 

  津市羽所町３７５番地 

  株式会社ソラスト三重支社 

３ 委託期間 

  平成２９年８月１日から平成３２年７月３１日まで 



津市告示第１６９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により、都市計画を変更したので、同法第２１条第

２項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告示し、同

条第２項の規定により当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  平成２９年８月３日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画の種類及び名称 

  津都市計画公園 

４・４・７号香良洲高台防災公園 

２ 都市計画を定める土地の地区 

  都市計画の図書において表示する。 

３ 縦覧場所 

  津市都市計画部都市政策課 



津市告示第１７０号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２９年８月７日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２９年 ７月 ３日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月 ４日

半田地内 １ 平成２９年 ７月 ４日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２９年 ７月 ７日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２９年 ７月 ７日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月 ７日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月１０日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ７ 平成２９年 ７月１２日

上浜町四丁目地内 １ 平成２９年 ７月１３日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２９年 ７月１４日

あのつ台五丁目地内 １ 平成２９年 ７月１４日

久居野村町地内 １ 平成２９年 ７月１４日

久居新町地内 １ 平成２９年 ７月１４日

高茶屋駅南公共自転車等駐車場 １ 平成２９年 ７月１９日

アスト公共自転車等駐車場 ６７ 平成２９年 ７月２０日

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 １８ 平成２９年 ７月２０日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月２１日

長岡町地内 １ 平成２９年 ７月２１日

一身田中野地内 １ 平成２９年 ７月２１日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２９年 ７月２４日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月２５日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月２６日



津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月２７日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月２７日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月２７日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月２８日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月３１日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２９年 ７月３１日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２９年 ７月３１日

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１７１号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１７年美杉村告示第１２４号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

  平成２９年８月８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  須渕地区 

  三重県津市美杉町八知６７４番地３ 

  代表者 武田 三男 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
大西 文夫

三重県津市美杉町八知２０２番地 

変更後 
武田 三男 

三重県津市美杉町八知８７７番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２９年７月２０日の臨時総会において改

選されたため。 



津市告示第１７２号 

 下記の者の平成２９年度市民税・県民税納税通知書等は、住所居所不明のた

め送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部市民税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２９年８月１４日       

  

津市長 前 葉 泰 幸    

  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○ ○○○○○○

○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○○○○○○ ○○

○○ ○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か



ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○ 

○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

○○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県



○ ○○○○○○○○○ 民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○○○○

○ 

○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○○○○

○○ 

○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○ 

○○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 



○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

○○○ 

○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○ 

○○○○○ ○○○

○○○ ○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○○○

○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○○○○○○ ○

○○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書年金特徴

仮徴収第１期から翌年度

仮徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書年金特徴

仮徴収第１期から翌年度

仮徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ 

○○ ○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書年金特徴

仮徴収第１期から翌年度

仮徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書年金特徴

仮徴収第１期から翌年度

仮徴収第３期まで 

○○○○○○○○○○ ○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県



○○○○○○○ 民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○ ○○○○○○○

○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２８年度市民税・県

民税納税通知書過年度随

時２期及び平成２９年度

市民税・県民税納税通知

書第２期から第４期まで

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○ 

○○ ○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○

○ 

○○ ○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○ 

○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○

○○ ○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 平成２９年度市民税・県



○○○ ○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○○ 民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○○○○

○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２８年度市民税・県

民税納税通知書過年度随

時２期及び平成２９年度

市民税・県民税納税通知

書第２期から第４期まで

○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○ ○○○○

○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○ 

○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○ 

○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○ 

○○○○ ○○○○

○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○

○ 

○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○ 平成２９年度市民税・県



○○ ○○○○○○○○○

○ 

○○○○○○○ ○

○ ○○○○○ 

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○○○○○○○ 

○○○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

○○○○○○○ ○

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○

○○○○○ 

○○○○○○○○ 

○○○○○ ○○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○○○○○○○○○

○ ○○○○○ ○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○○○○ ○○ 

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

○○○ 

○○○○○○ ○○

○ ○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○ ○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○ ○

○ ○○○○○ ○

○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 



○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○○○○ 

○○ ○○○○○○

○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○ ○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○ 

○○○○○○○ ○

○○○○○○○ ○

○○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○

○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○ 平成２９年度市民税・県



○ ○○○○○○ 民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○ ○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ 

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○ ○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 



○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○ ○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か



ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○○ ○○○○○

○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○ ○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

○○○○○○ ○○

○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

○○○○ ○○○○

○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○

○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○

○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○ ○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

○ ○○○○○○○

○ ○○○○○○ 

○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 



○○○○○○○ ○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○ ○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

○○○○ ○○○○

○ ○○○○○○○

○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 



○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○ ○○○○○○

○ ○○○○○○○

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○ ○

○○○○○ ○○○

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○○ ○○○○

○○ ○○○○○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○ ○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ 平成２９年度市民税・県



○○○○ 民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○ ○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○ ○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○ ○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○ ○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○ 

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○○ ○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○ ○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○ ○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 



○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○

○ ○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○ ○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○ ○

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○ ○○○

○○ ○○○○○○

○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○○○○○○○○○

○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○ ○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○ ○○○○○○○○○ 平成２９年度市民税・県



○○ ○○○○○○ 民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○

○ ○○○○○ ○

○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○ 

○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ ○○○○○○○○○

○○○○○ 

○○○○○ ○○○

○○○ ○○○○○

○ 

平成２８年度市民税・県

民税変更（賦課決定）通

知書 

○○○ ○○ ○○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○ ○○

○○○ ○○○○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○

○ ○○○○○○○

○○ ○○○○○○

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○ ○○○○○○○○○

○○○○○○ ○

○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○○○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か



ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○○ ○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○

○○○ ○○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○

○ ○○○○ ○○

○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○ ○○ ○○ 平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○○○○○○○○

○○○ ○○○○○

○○○ 

平成２９年度市民税・県

民税納税通知書第２期か

ら第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○○○○○ 

○○ ○○ ○○○

○○ ○○ 

平成２７年度市民税・県

民税変更通知書過年度随

時２期及び平成２８年度

市民税・県民税納税通知

書過年度随時２期 



津市告示第１７３号

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第５項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。

  平成２９年８月１４日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 名称

  杜の街もみのきの丘自治会

２ 規約に定める目的

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。

 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡

   美化・清掃等区域内の環境整備

 本会区域内に所在する公共・公益施設の維持管理

 会員相互の親睦

 その他会の目的達成に必要なこと

３ 区域

  本会の区域は、三重県津市河芸町杜の街一丁目２２番地２から２２番地１

０まで、２３番地１から２３番地９まで、２５番地１から２５番地８まで、

２６番地１から２６番地１０まで、２７番地１から２７番地１６まで、２８

番地、３０番地１から３０番地８まで、３１番地１から３１番地２１まで、

３２番地１から３２番地１３まで、３３番地１、３３番地３から３３番地６

まで、３５番地１から３５番地６まで、３６番地１から３６番地６まで、３

７番地１から３７番地３まで、３８番地１から３８番地４まで、４０番地１

から４０番地１１まで、４１番地１から４１番地４まで及び１０３８番地３

０８の区域とする。

４ 主たる事務所

  三重県津市河芸町杜の街一丁目３３番地２

  ただし、集会所設置までは三重県津市河芸町杜の街一丁目１番地に置く。

５ 代表者の氏名及び住所

  榊原 康行

  三重県津市河芸町杜の街一丁目３１番地２



６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有

無

  なし

７ 代理人の有無

  なし

８ 規約に定める解散の理由

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号

の規定により解散する。

  総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承諾を得

なければならない。

９ 認可年月日

  平成２９年７月２６日



津市公告第１００号 

平成２９年度津市職員採用試験を次のとおり実施します。 

平成２９年８月２日 

                    津市長 前 葉 泰 幸  



１ 職種等、採用予定人数及び受験資格 
 

職

種

等 

採用

予定

人数 

受    験    資    格 

学 歴 、 免 許 等 生 年 月 日 等 

事

務

職 

二 

十 

六 

人 

程 

度 

⑴ 学校教育法による大学院・大学・

短期大学・高等専門学校・専修学校

（専門課程）・高等学校・中学校又

はこれらに相当すると市長が認める

学校等を卒業（修了）した人又は平

成３０年３月卒業（修了）見込み

（中学校卒業見込みを除く。）の人 

⑵ 市長が⑴に掲げる人と同等の資格

があると認める人 

 

 

 

○ 大学院修了 

昭和５９年４月２日以降出生の人 

○ 大学卒 

昭和６１年４月２日以降出生の人 

○ 短期大学・高等専門学校・専修学校(専

門課程）卒 

昭和６３年４月２日以降出生の人 

○ 高等学校卒 

平成２年４月２日以降出生の人 

○ 中学校卒 

平成２年４月２日以降平成１２年４月

１日までに出生の人 

 
（
身
体
障
が
い
者
対
象
） 

事

務

職 

一 

人 

程 

度 

事務職の学歴、免許等の要件を満た

し、次のすべての条件を満たす人 

⑴ 自力による通勤が可能で、介護者

なしに事務職としての職務の遂行が

可能な人 

⑵ 身体障害者手帳の交付を受けてい

る人 

 

（ 
土 

 

木 

） 

技 
 

 
術 

 
 

職 

二 

人 

程 

度 

⑴  次のすべての条件を満たす人  

ア 学校教育法による大学院・大

学・短期大学・高等専門学校・専

修学校（専門課程）・高等学校又

はこれらに相当すると市長が認め

る学校等を卒業（修了）した人又

は平成３０年３月卒業（修了）見

込みの人  

イ 上記アに掲げる学校等において

土木に係る専門課程を履修した人 

⑵   市長が⑴に掲げる人と同等の資格

があると認める人 

 

○ 大学院修了                

昭和５９年４月２日以降出生の人 

○ 大学卒 

昭和６１年４月２日以降出生の人 

○ 短期大学・高等専門学校・専修学校(専

門課程）卒 

昭和６３年４月２日以降出生の人 

○ 高等学校卒 

平成２年４月２日以降出生の人 

（ 

機 
 

械 

） 

技 
 

 

術 
 

 

職 

一 

人 

程 

度 

⑴ 次のすべての条件を満たす人  

ア 学校教育法による大学院・大

学・短期大学・高等専門学校・専

修学校（専門課程）・高等学校又

はこれらに相当すると市長が認め

る学校等を卒業（修了）した人又

は平成３０年３月卒業（修了）見

込みの人  

イ 上記アに掲げる学校等において

機械に係る専門課程を履修した人 

⑵ 市長が⑴に掲げる人と同等の資格

があると認める人  



  

職

種

等 

採用

予定

人数 

受    験    資    格 

学 歴 、 免 許 等 生 年 月 日 等 

 

（ 

電 
 

気 

） 

技 
 

 

術 
 

 

職 

一 

人 

程 

度 

⑴ 次のすべての条件を満たす人  

ア 学校教育法による大学院・大

学・短期大学・高等専門学校・専

修学校（専門課程）・高等学校又

はこれらに相当すると市長が認め

る学校等を卒業（修了）した人又

は平成３０年３月卒業（修了）見

込みの人  

イ 上記アに掲げる学校等において

電気に係る専門課程を履修した人 

⑵ 市長が⑴に掲げる人と同等の資格

があると認める人  

○ 大学院修了                

昭和５９年４月２日以降出生の人 

○ 大学卒 

昭和６１年４月２日以降出生の人 

○ 短期大学・高等専門学校・専修学校(専

門課程）卒 

昭和６３年４月２日以降出生の人 

○ 高等学校卒 

平成２年４月２日以降出生の人 

保 

育 

士 

十 

一 

人 

程 

度 

保育士資格と幼稚園教諭普通免許状

の両方を有する人又は平成３０年３月

までに有する見込みの人 

 

 

 

○ 昭和６１年４月２日以降出生の人 

 

保 

健 

師 

二 

人 

程 
度 

保健師免許を有する人又は平成３０

年４月までに有する見込みの人 

 

 

 

（
清
掃
員
等
） 

技 

能 

員 
七 

人 

程 

度 

中学校卒業以上の学歴を有する人 

 

 

 

○ 昭和５８年４月２日以降平成１２年４

月１日までに出生の人 

 

（
調 

理 

員
） 

技 

能 

員 

六 

人 

程 

度 

すべての職種に共通する受験資格 

 地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号の一に該当しない人で通勤可能な人 

   

 
 
 
 



  

２ 職務内容 
 

職  種  等  職  務  内  容 

事 務 職 

一般行政事務 
事 務 職 

 （身体障がい者対象）  

 

 

技 術 職 

（ 土 木 ） 
土木事業に係る計画、設計、施工管理等に関する技術的業務  

技 術 職 

（ 機 械 ） 

施設等に係る設計、施工・維持管理等の機械に関する技術的

業務 

技 術 職 

（ 電 気 ） 

施設等に係る設計、施工・維持管理等の電気に関する技術的

業務 

保 育 士 
児童福祉施設等（保育所等）、幼稚園その他の施設における

児童の保育業務、幼児教育業務等 

保 健 師 乳幼児、妊産婦、成人等の保健指導業務等 

技 能 員 

（ 清  掃  員  等 ） 
清掃、用務等の労務作業 

技 能 員 

（ 調 理 員 ）  
学校、児童福祉施設等（保育所等）における給食業務  

 
 

３ 受験手続等 
 

（１）受付期間・受付時間 

平成２９年８月２日（水）から平成２９年８月２５日（金）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

 

（２）提出書類 

ア 津市職員採用試験申込書（受験票付き）------１通 

※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。 

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます。 

 （印刷用紙は白色の A４版（縦：２９．７cm、横：２１cm ）を使用し、表面と裏面の上下を

同じ向きにして両面印刷してください。印刷用紙に白色の A４版を使用していない場合及び表

面と裏面の上下を同じ向きで両面印刷していない場合は、受理できません。） 

※ 記入例を参考に正しく作成してください。 

※ 申込書は必ず受験者本人が直筆で記入してください。 

 

イ  返信用封筒------２通（持参による申込みの場合は１通） 

※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm） 

※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知（持参による申込みの場合

は、第１次試験に係る合否の通知）を送付しますので、８２円切手をはり付け、あて先に受

験者の郵便番号、住所及び氏名（敬称は「様」）を記入してください。 

 

ウ 事務職（身体障がい者対象）を受験する人は、身体障害者手帳（受験者の氏名、生年月日、等級

が確認できるページ）の写し------１通 

  



  

（３）提出方法 

ア 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市職員採用試験申込書在中」と朱書きの上、必ず簡易

書留郵便により次の送付先まで送付してください。 

平成２９年８月２５日（金）午後５時１５分までに津市総務部総務課文書・公開担当（津市本庁

舎７階）に到着した分のみ受付の手続を行います。 

 

 

 

イ 持参による場合 

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。 

平成２９年８月２５日（金）午後５時１５分までに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行

います。 

 

 

    ※ 郵送による提出に御協力をお願いします。 

 

（４）その他 

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わず、

書類を返却（又は返信用封筒により返送）し、又は受験を無効とすることがあります。これらによ

り生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験手続には十分注意してく

ださい。 

 

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。 

 

ウ 郵送による場合で平成２９年９月４日（月）までに受験票が届かないときは、津市総務部人事課

（電話番号 ０５９－２２９－３１０６）へお問い合わせください。 

 

エ インターネット、電子メール等による提出はできません。 

 

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。 

 

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。 

 

 

４ 第１次試験 

 

（１）試験科目 

職 種 等 試  験  科  目  

事 務 職 

教養試験・事務適性検査 
事 務 職 

（身体障がい者対象） 

技 術 職 

（ 土 木 ）  

教養試験・専門試験 
技 術 職 

（ 機 械 ）  

技 術 職 

（ 電 気 ）  

 【送付先】〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課あて 

 

 

 【提出先】津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課（津市本庁舎６階） 

 

 

 



  

職 種 等 試  験  科  目  

保 育 士 

教養試験・専門試験 

保 健 師 

技 能 員 

（ 清 掃 員 等 ） 
教養試験・労務適性検査 

技 能 員 

（ 調 理 員 ） 

 

（２）試験の内容 

試 験 科 目 試 験 の 内 容  

教 養 試 験 

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推

理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能についての択一式によ

る筆記試験 

事 務 適 性 検 査 
事務職員としての適応性を正確さ、迅速さ等の作業能力の面から

みるための択一式による筆記検査 

専 
 

 

門 
 

 

試 
 

 

験 

技  術  職

（ 土 木 ）  

数学・物理・情報技術基礎、土木基礎力学（構造力学、水理学、

土質力学）、土木構造設計、測量、社会基盤工学及び土木施工に関

する択一式による筆記試験 

技  術  職  

（ 機 械 ）  

数学・物理・情報技術基礎、機械設計、機械工作、原動機、生産

システム技術（電気技術、電子技術、制御）及び電子機械に関する

択一式による筆記試験 

技  術  職  

（ 電 気 ）  

数学・物理・情報技術基礎、電気基礎、電気機器・電力技術・電

子計測制御及び電子技術・電子回路・通信技術・電子情報技術に関

する択一式による筆記試験 

保 育 士 

社会福祉、児童家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、

保育原理、保育内容及び子どもの保健（精神保健を含む。）に関す

る択一式による筆記試験 

保 健 師 
公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論に関

する択一式による筆記試験 

労 務 適 性 検 査 
技能員としての適応性を作業適性及び社会適応性の両面からみる

ための択一式による筆記検査 

   ※ 教養試験及び専門試験（技術職（土木）、技術職（機械）、技術職（電気））の試験問

題は、高等学校卒業程度です。 

   ※ 試験問題及び検査問題は、活字印刷文で出題します。 

 

（３）試験日 

平成２９年９月１７日（日） 

 

（４）試験場所 

  津市立三重短期大学（津市一身田中野１５７番地）又は津市本庁舎（津市西丸之内２３番１号） 

※ 応募状況により他会場でも行う場合があります。 

 

（５）結果発表 

   平成２９年１０月１０日（火）（予定）に受験者全員に対し、合否について通知を発送する

とともに、通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 

 



  

５ 第２次試験 
 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。 

 

（１）試験科目・試験日 

職 種 等 試 験 科 目 試 験 日 （予 定） 

事務職 

事務職（身体障がい者対象） 

口述試験（個人面接） 

平成２９年１０月２１日（土） 

又は 

平成２９年１０月２２日（日） 

実地試験（グループワーク）  

ケーススタディ試験 

職場適応性検査 

平成２９年１０月２３日（月） 

技術職（土木） 

技術職（機械） 

技術職（電気） 

保健師 

口述試験（個人面接） 

平成２９年１０月２１日（土） 

又は 

平成２９年１０月２２日（日） 

実地試験（グループワーク）  

職場適応性検査 
平成２９年１０月２３日（月） 

保育士 
実技試験（課題実技） 

職場適応性検査 
平成２９年１０月２４日（火） 

技能員（清掃員等） 

技能員（調理員） 

口述試験（個人面接） 

職場適応性検査 

平成２９年１０月２１日（土） 

又は 

平成２９年１０月２２日（日） 

 

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 

 

（２）試験場所 

第１次試験の結果発表の際に通知します。  

 

（３）結果発表 

   平成２９年１１月初旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとと

もに、通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。  

 

 

６ 第３次試験 
 

  第２次試験合格者に対して次のとおり行います。 

 

（１）試験科目 

口述試験（個人面接）・・・全職種 

集団討議・・・保育士、技能員（清掃員等）及び技能員（調理員）を除く全職種 



  

（２）試験日 

平成２９年１１月中旬から下旬まで 

詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。 

 

（３）試験場所 

第２次試験の結果発表の際に通知します。  

 

（４）その他 

   第３次試験の受験日までに最終学校卒業（見込）証明書等の書類を提出していただきます。  

詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。 

 

 

７ 最終合格者発表 

 

平成２９年１２月中旬に第３次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。  

 

 

８ 合格から採用まで 
 

（１）最終合格者については、平成３０年４月１日に採用する予定です。ただし、保健師について

は、平成３０年４月１日以降平成３０年５月１日までに採用する予定です（当該採用日に勤務

できないときは、採用されない場合があります。）。 

 

（２）上記（１）の最終合格者のほか、必要に応じて追加採用候補者を決定し、合格者の辞退があ

る場合や欠員が生じた場合等に合格者として繰り上げることがあります。 

   なお、当該繰上げを行う期間は、平成３１年３月３１日までとします。 

 

（３）受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。  

 

（４）日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。  

 

 

９ 採用後の給与 
 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

※１ 上記の初任給は、新卒者等に係る平成２９年４月１日付けでの採用の場合の初任給であ

り、採用日までに給料の改定等があった場合は、当該改定等後の額となります。また、職務

学     歴 初任給（給料）※１ 給与月額（見込）※２ 

大学院（修士課程）修了 １９１，７００円 ２２７，８００円 

大学卒（保健師養成所卒含む。） １７８，２００円 ２１１，７００円 

短期大学・高等専門学校・専修学校 

（専門課程）卒 
１６１，７００円 １９２，１００円 

高等学校卒又は中学校卒（１８歳の

場合） 
１５０，５００円 １７８，８００円 



  

経験等がある場合は、一定の基準に基づき加算措置があります。  

※２ 上記の給与月額は、給料、地域手当（勤務地：津市）及び時間外勤務手当を含んでいま

す（１００円未満の金額については切り捨てで表記しています。）。また、時間外勤務手当に

ついては、平成２８年度１人当たりの平均時間外勤務時間数で算出しています。  

なお、上記の給与以外に、期末・勤勉手当（平成２８年度実績４．３月分）が別途支給さ

れます。また、支給要件に応じて扶養手当、住居手当、通勤手当も支給されます。 

 
 

１０ 勤務条件等 

 
（１）勤務時間 

   原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は

正午から午後１時まで）です。ただし、勤務内容や職種によって異なる場合があります。 

 

（例１）児童福祉施設等（保育所等）に勤務する保育士及び技能員（調理員）の場合 

勤務時間は、原則、月曜日から土曜日までのうち１週間当たり５日勤務で、午前７時

３０分から午後７時までのうち７時間４５分（施設等により異なる場合があります。） 

（例２）学校等に勤務する技能員（調理員）の場合 

勤務時間は、原則、月曜日から金曜日までの午前８時から午後４時４５分まで（学 

校等により異なる場合があります。） 

 

（２）勤務場所 

   本庁、各総合支所、その他市の機関及び施設で勤務します。 

 

（３）休日 

   原則として、週休２日制（土曜日・日曜日）で、国民の祝日に関する法律に規定されている

休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで）があります。ただし、勤

務内容や職種によって異なる場合があります（上記「（１）勤務時間」を参照）。 

 

（４）休暇等 

   年次有給休暇、特別休暇（結婚休暇、産前・産後休暇、夏季休暇等）、病気休暇、介護休暇、

介護時間、育児休業及び部分休業等があります。 

 

（５）福利厚生 

  ア 健康診断 

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。  

 

  イ 健康保険等 

   三重県市町村職員共済組合等に加入し、医療に係る給付等が受けられます。 

 

  ウ レクリエーション等 

津市職員共済組合による庁内各種スポーツ大会等の事業等を実施しています。  

 

（６）人事・研修制度 

  ア 自己希望制度 

    職員の能力、適性、意向に沿った人事配置を行うために、異動希望の有無、希望する部課

等を申告する自己希望調書を毎年提出することができます。 

 

  イ プリセプター制度 

    市の業務内容や先輩との人間関係等について、新規採用職員が抱く不安感を軽減するため



  

の仕組みとして、採用されてから一定の期間、１人の新人に対して、１人の先輩職員が指

導者として担当し、心理的なサポートや職務遂行能力の指導・向上を図るプリセプター制

度を導入しています。 

 

  ウ 研修制度 

    実務研修、職務実践研修など様々な研修を実施しています。 

 

 

１１ その他 
 
（１）条件付採用について 

採用後６か月の間は、地方公務員法第２２条第１項に基づき条件付の採用となり、その職務

を良好な成績で遂行したときに正式採用になります（給与等に変動はありません。）。 

 

（２）併願について 

   津市教育委員会が実施する幼稚園教諭等の採用試験との併願が可能です。 

 

（３）問い合わせ 

   この試験の詳細については津市総務部人事課（津市本庁舎６階）までお問い合わせください。  

電話番号（０５９－２２９－３１０６） 



  

◎ 日本国籍を有しない人が津市職員採用試験を受験するに当たって  

 

日本国籍を有しない人の任用等について 

 

 「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。 

 したがいまして、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」に係る職務にたずさわら

ないことを条件として、事務職及び技術職への任用を行います。  

また、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」にたずさ

わる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。  

このことから、日本国籍を有しない人が津市職員(事務職及び技術職)となった場合には、次に掲

げるような「公権力の行使」に係る職務にたずさわることができません。  

日本国籍を有しない人は、どのような職種であっても、次に掲げる「公の意思の形成への参画」

にたずさわる職には、将来においても、任用されません。  

 

 

○ 「公権力の行使」に係る職務について 

  「公権力の行使」に係る職務とは、次のとおりです。 

１  市民等に対して命令、強制等を加え、一方的に市民等の権利を制限したり、自由を  

規制したり、権力的に規律したりする内容を含む業務 

２  公共の福祉の維持・増進のため、市民等に対して義務や負担を一方的に課する内容  

を含む業務 

３  市民等に対して強制力をもって執行する業務 

４  施設管理等に関する裁量権のある業務 

（「公権力の行使」に係る職務の具体例） 

※ 建築確認、都市計画決定、生活保護決定、設備の設置命令、税・国民健康保険料の賦

課、強制力のある立入検査、土地収用、税等の滞納処分、施設の使用許可、道路の占用

許可などに係る業務 

                                      

○ 「公の意思の形成への参画」にたずさわる職について 

  「公の意思の形成への参画」にたずさわる職とは、職種を問わず、ライン職における課

長に係る専決の権限を有する職以上の職で、具体的には、課長、部次長及び部長並びに

これらに類する権限を有する職と津市の活動について、その企画、立案、決定等に関与

する担当副参事（課長級）、担当参事（部次長級）及び担当理事（部長級）が該当しま

す。 

したがって、もっぱら専門的な分野における調査・研究等に係る事務や技術的な事

務、あるいは特命の域での補佐的・補助的な事務などにたずさわる担当理事、担当参事

及び担当副参事並びに担当主幹級以下の職までの昇任は可能となります。 

 

 

 



津市公告第１０１号 

平成２９年度津市職員採用試験（職務経験者対象）を次のとおり実施します。 

平成２９年８月２日 

                    津市長 前 葉 泰 幸  



１ 職種、採用予定人数及び受験資格 
 

職

種 

採用

予定

人数 

受    験    資    格 

経 歴、資 格 等 生 年 月 日 等 

事

務

職 

四 

人 

程 

度 

平成２４年４月１日から平成２９

年７月３１日までの間に、民間企業

等における職務経験が３年以上ある

人 

 

○ 大学院修了 

 昭和３３年４月２日以降昭和５９年 

４月１日までに出生の人 

○ 大学卒 

昭和３３年４月２日以降昭和６１年 

 ４月１日までに出生の人 

○ 短期大学・高等専門学校・専修学校

（専門課程）卒 

昭和３３年４月２日以降昭和６３年 

 ４月１日までに出生の人 

○ 高等学校・中学校卒 

昭和３３年４月２日以降平成２年 

 ４月１日までに出生の人 

（ 

土 
 

木 

） 

技  
 

術  
 

職

 

一 

人 

程 

度 

平成２４年４月１日から平成２９

年７月３１日までの間に、民間企業

等における職務経験（土木事業に係

る設計・施工管理に関連する職務経

験に限る。）が３年以上ある人で、１

級土木施工管理技士又は２級土木施

工管理技士の資格を有する人 

○ 大学院修了 

 昭和３３年４月２日以降昭和５９年 

４月１日までに出生の人 

○ 大学卒 

昭和３３年４月２日以降昭和６１年 

 ４月１日までに出生の人 

○ 短期大学・高等専門学校・専修学校

（専門課程）卒 

昭和３３年４月２日以降昭和６３年 

 ４月１日までに出生の人 

○ 高等学校卒 

昭和３３年４月２日以降平成２年 

 ４月１日までに出生の人 

すべての職種に共通する受験資格 

 地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号の一に該当しない人で通勤可能な人 

   

 【注意事項】 

 （１）上記の「民間企業等における職務経験」には、会社員・自営業者・公務員等として１年以

上継続して勤務した期間が該当し、また、当該期間が複数ある場合は通算します。当該職務

経験の対象となる雇用形態は、原則として正社員（正職員）としますが、正社員（正職員）

以外の雇用形態であっても、１つの事業に１週間当たり３０時間以上従事している場合に限

り、正社員（正職員）の職務経験とみなします。ただし、本市職員としての経験は対象外と

します。 

    また、当該期間の算定については、月単位で計算を行います。月の途中での就労及び退職

は、就労及び退職日を含む月を１か月とみなします。ただし、同じ月に重複する職歴がある

場合は、一方のみを算入します。 

 （２）最終合格者については、上記の職務経験を確認するため、当該職務経験に係る在職証明書

（原則として、勤務先による押印等が必要です。）を提出していただきます。当該職務経験

が確認できない場合は、採用されません。 

 （３）複数の職種を同時に受験することはできません。 

 （４）平成２９年８月１日現在に本市職員（任期付職員、非常勤職員及び臨時職員を除く。）で

ある方は受験できません。 

 

 



２ 職務内容 
 

職   種 職  務  内  容 

事 務 職  一般行政事務 

技 術 職  

（ 土 木 ）  
土木事業に係る計画、設計、施工管理等に関する技術的業務 

 

 

３ 受験手続等 
 

（１）受付期間・受付時間 

平成２９年８月２日（水）から平成２９年９月２９日（金）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。 

 

（２）提出書類 

ア 津市職員採用試験（職務経験者対象）申込書（受験票付き）------１通 

※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。 

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます。 

  （印刷用紙は白色の A４版（縦：２９．７cm、横：２１cm ）を使用し、表面と裏面の上下

を同じ向きにして両面印刷してください。印刷用紙に白色の A４版を使用していない場合及び

表面と裏面の上下を同じ向きで両面印刷していない場合は、受理できません。） 

※ 記入例を参考に正しく作成してください。 

※ 申込書は必ず受験者本人が直筆で記入してください。 

 

  イ エントリーシート（No.１、No.２及びNo.３）------それぞれ１通 

※ エントリーシートは、津市ホームページからダウンロードすることもできます。 

  （印刷用紙は白色の A４版（縦：２９．７cm、横：２１cm ）を使用し、それぞれ１枚ずつ

片面印刷してください。印刷用紙に白色の A４版を使用していない場合及びそれぞれ１枚ずつ

片面印刷していない場合は、受理できません。） 

※ エントリーシートは必ず受験者本人が直筆で記入するものとし、黒のボールペン又はインク

（消せるボールペンは使用できません。）を使用し、楷書で丁寧に書いてください（コピーの

提出は受理できません。）。 

※ 所定の枠内に記入してください。また、別紙や資料等を添付することはできません。 

 

ウ  返信用封筒------２通 

※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm） 

※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知を送付しますので、８２円切

手をはり付け、あて先に受験者の郵便番号、住所及び氏名（敬称は「様」）を記入してくださ

い。 

 

（３）提出方法 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市職員採用試験（職務経験者対象）申込書在中」と朱

書きの上、必ず簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。 

平成２９年９月２９日（金）午後５時１５分までに津市総務部総務課文書・公開担当（津市本庁

舎７階）に到着した分のみ受付の手続を行います。 

 

  

※ 提出方法は原則郵送のみとなりますので提出書類に不備等がないよう十分注意してください。 

    ※ 郵送による提出を原則としますが、やむを得ず上記送付先に持参する場合であっても、その

場での受付は行わず、郵送による提出と同様の取り扱いとします。 

 【送付先】〒５１４－８６１１ 津市西丸之内２３番１号 津市総務部人事課あて 

 

 



（４）その他 

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わず、

書類を返却（返信用封筒により返送）し、又は受験を無効とすることがあります。これらにより生

じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験手続には十分注意してくださ

い。 

 

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。 

 

ウ 平成２９年１０月１０日（火）までに受験票が届かないときは、津市総務部人事課（電話番号 

０５９－２２９－３１０６）へお問い合わせください。 

 

エ インターネット、電子メール等による提出はできません。 

 

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。 

 

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。 

 

 

４ 第１次試験 

 

  書類選考を行います。 

 

（１）選考の内容 

   エントリーシートに記載された内容に基づき選考します。 

 

（２）結果発表 

   平成２９年１０月中旬に受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、通知

日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 

 

 

５ 第２次試験 
 

  第１次試験合格者に対して次のとおり行います。 

 

（１）試験科目 

ア 社会人基礎試験 

  ※ 職務基礎力試験（社会的関心と理解について問う分野、言語的な能力を問う分野及び

論理的な思考力を問う分野の３分野に関する択一式による筆記試験）及び職務適応性検

査（社会人の職務・職場への適応性を性格傾向の面から検証するための択一式による筆記検

査） 

  ※ 試験問題及び検査問題は、活字印刷文で出題します。 

 

イ 口述試験（個人面接） 

 

（２）試験日 

平成２９年１０月２８日（土）又は平成２９年１０月２９日（日）の２日間（予定） 

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。 

 

（３）試験場所 

第１次試験の結果発表の際に通知します。  



（４）結果発表  

   平成２９年１１月中旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するととも

に、通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。  

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。 

 
 
６ 第３次試験 
 

  第２次試験合格者に対して次のとおり行います。 

 

（１）試験科目 

口述試験（個人面接） 

 

（２）試験日 

平成２９年１１月下旬 

詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。 

 

（３）試験場所 

第２次試験の結果発表の際に通知します。  

 

 

７ 最終合格者発表 
 

平成２９年１２月中旬に第３次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。 

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。  

 

 

８ 合格から採用まで 
 

（１）最終合格者については、平成３０年４月１日に採用する予定です（当該採用日に勤務できな

いときは、採用されない場合があります。）。 

 

（２）上記（１）の最終合格者のほか、必要に応じて追加採用候補者を決定し、合格者の辞退があ

る場合や欠員が生じた場合等に合格者として繰り上げることがあります。  

   なお、当該繰上げを行う期間は、平成３１年３月３１日までとします。 

 

（３）受験資格を満たさない場合又は申込書等に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。 

 

（４）日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。  

 

 

９ 採用後の給与等 
 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

  

  



【給与等のモデル】 

職務経験年数等 職名 条件 給与月額（年収）例 

３８歳 大学卒 

（職務経験１６年の場合） 
主査 配偶者、子２人 

約３２万円 

（年収約５１０万円） 

４４歳 大学卒 

（職務経験２２年の場合） 
担当副主幹 配偶者、子２人 

約３６万円 

（年収約５９０万円） 

５０歳 大学卒 

（職務経験２８年の場合） 
担当主幹 

配偶者、子２人 

（子の１人は１６歳 

～２２歳） 

約４３万円 

（年収約６９０万円） 

※ 上記給与月額例には給料のほかに、地域手当（勤務地：津市）、扶養手当及び時間外勤務手

当（又は管理職手当）を含んでおり、学歴、職務経験等により異なります。また、年収例に

は期末手当及び勤勉手当（平成２８年度実績４．３月分）を含みます。 

  なお、時間外勤務手当については、平成２８年度１人当たりの平均時間外勤務時間数を元

に算出しています。 

※ 扶養手当については、扶養親族である子がある場合はそれぞれ月額１０，０００円（満１

６歳の年度の初めから満２２歳の年度末までの子がある場合はそれぞれ月額５，０００円加

算）、子以外の扶養親族がある場合はそれぞれ月額６，５００円支給されます。 

※ 平成２９年８月１日時点の条例等に基づき算出したものであり、採用日までに給料の改定

等があった場合は、当該改定等後の額となります。 

 

１０ 勤務条件等 

 
（１）勤務時間 

   原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は

正午から午後１時まで）です。ただし、勤務内容等によって異なる場合があります。 

 

（２）勤務場所 

   本庁、各総合支所、その他市の機関及び施設で勤務します。 

 

（３）休日 

   原則として、週休２日制（土曜日・日曜日）で、国民の祝日に関する法律に規定されている

休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで）があります。ただし、勤

務場所により異なる場合があります。 

 

（４）休暇等 

   年次有給休暇、特別休暇（結婚休暇、産前・産後休暇、夏季休暇等）、病気休暇、介護休暇、

介護時間、育児休業及び部分休業等があります。 

 

（５）福利厚生 

  ア 健康診断 

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。 

   

イ 健康保険等 

   三重県市町村職員共済組合に加入し、医療に係る給付等が受けられます。 

   

ウ レクリエーション等 



津市職員共済組合による庁内各種スポーツ大会等の事業等を実施しています。  

 

（６）人事・研修制度 

  ア 自己希望制度 

    職員の能力、適性、意向に沿った人事配置を行うために、異動希望の有無、希望する部課

等を申告する自己希望調書を毎年提出することができます。 

  

 イ 研修制度 

    「新任主査研修」、「新任担当副主幹研修」など様々な研修を実施しています。 

 

 

１１ その他 
 

（１）条件付採用について 

採用後６か月の間は、地方公務員法第２２条第１項に基づき条件付の採用となり、その職務

を良好な成績で遂行したときに正式採用になります（給与等に変動はありません。）。 

 

（２）問い合わせ 

   この試験の詳細については津市総務部人事課（津市本庁舎６階）までお問い合わせください。  

    電話番号（０５９－２２９－３１０６） 



◎ 日本国籍を有しない人が津市職員採用試験を受験するに当たって  

 

日本国籍を有しない人の任用等について 

 

 「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。 

 したがいまして、日本国籍を有しない人については、「公権力の行使」に係る職務にたずさわら

ないことを条件として、事務職及び技術職への任用を行います。 

また、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」にたずさ

わる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。  

このことから、日本国籍を有しない人が津市職員(事務職及び技術職)となった場合には、次に掲

げるような「公権力の行使」に係る職務にたずさわることができません。 

日本国籍を有しない人は、どのような職種であっても、次に掲げる「公の意思の形成への参画」

にたずさわる職には、将来においても、任用されません。 

 

 

○ 「公権力の行使」に係る職務について 

  「公権力の行使」に係る職務とは、次のとおりです。 

１  市民等に対して命令、強制等を加え、一方的に市民等の権利を制限したり、自由を  

規制したり、権力的に規律したりする内容を含む業務 

２  公共の福祉の維持・増進のため、市民等に対して義務や負担を一方的に課する内容  

を含む業務 

３  市民等に対して強制力をもって執行する業務 

４  施設管理等に関する裁量権のある業務 

（「公権力の行使」に係る職務の具体例） 

※ 建築確認、都市計画決定、生活保護決定、設備の設置命令、税・国民健康保険料の賦

課、強制力のある立入検査、土地収用、税等の滞納処分、施設の使用許可、道路の占用

許可などに係る業務 

                                      

○ 「公の意思の形成への参画」にたずさわる職について 

  「公の意思の形成への参画」にたずさわる職とは、職種を問わず、ライン職における課

長に係る専決の権限を有する職以上の職で、具体的には、課長、部次長及び部長並びに

これらに類する権限を有する職と津市の活動について、その企画、立案、決定等に関与

する担当副参事（課長級）、担当参事（部次長級）及び担当理事（部長級）が該当しま

す。 

したがって、もっぱら専門的な分野における調査・研究等に係る事務や技術的な事

務、あるいは特命の域での補佐的・補助的な事務などにたずさわる担当理事、担当参事

及び担当副参事並びに担当主幹級以下の職までの昇任は可能となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



津市公告第１０２号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２９年８月４日 

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２９年７月２９日

２ 抑留期間 平成２９年８月８日まで

捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

津市香良洲町 雑種 茶白 雄 中 
９１日

以上 
首輪あり

３ 連絡先  津市環境部環境保全課

        電話 ０５９－２２９－３２８２

     津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

        電話 ０５９－２２３－５１１２



津市公告第１０３号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２９年８月８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定に係る道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日 

平成２９年８月４日 

３ 指定道路の位置 

  津市久居射場町４４番４ 

  津市久居射場町３８番１の一部 

４ 指定道路の延長及び幅員 

 延長 

 ２８．１５メートル 

 幅員 

  ４．０メートル 



津市公告第１０４号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２９年８月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１０５号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２９年８月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２９年８月７日

２ 抑留期間 平成２９年８月１６日まで

捕獲した場所 種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

津市高茶屋三丁目 雑種 黒白 雌 中 
９１日

以上 
首輪あり

３ 連絡先  津市環境部環境保全課

        電話 ０５９－２２９－３２８２

     三重県津保健所 衛生指導課

        電話 ０５９－２２３－５１１２



津市公告第１０６号

 三重県津保健所長から動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第

１０５号）第３５条第３項において準用する同条第１項の規定による猫の引取

りについて通知がありましたので公告します。

  平成２９年８月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 収容日  平成２９年８月３日

２ 収容期間 平成２９年８月１４日まで

収容した場所 動物種及び種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

津市高茶屋小森

町 

猫（アメリカンシ

ョートヘアー） 
黒 雄 中 

９１日

以上 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

       電話 ０５９－２２９－３２８２

       三重県津保健所 衛生指導課
       電話 ０５９－２２３－５１１２



津市上下水道事業告示第２４号 

津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第６条第１項の規定

により、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定

により告示する。 

  平成２９年８月１４日 

             津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明 

指定した工事店 

工事店名 所在地 指定期間 

ケイジーエフ

工業株式会社

津市白塚町２６８８番地１ 平成２９年７月１５日から

平成３３年３月３１日まで

中央土木株式

会社 

松阪市飯南町粥見２３１８番

地３ 

平成２９年８月１日から 

平成３３年３月３１日まで



 

 

津市上下水道事業公告第１４号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２９年８月７日 

 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明   

 

別紙のとおり 



円　（税抜き）

その他

本公告の日から 平成29年8月28日

平成29年8月31日 午前８時４０分

7,070,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

元請けとして、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

技術者要件

平成29年8月16日

平成29年8月23日

まで設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

部 分 払

購 入 期 間

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

入札保証金

地内 

契約保証金

地 域 ・
格 付 要 件

空気弁設置工　φ25mm　Ｎ＝1箇所

津市 久居北口町

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

久居・一志

Ａ１・Ａ２

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成29年8月7日

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝22.9ｍ

配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝10.0ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

道路整備事業に伴う久居北口町地内配水管布設工事

仕切弁設置工　φ100mm～φ25mm　Ｎ＝5箇所

発 注 業 種

前 金 払

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

平成29年8月28日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

Ｂ

【地区】

特定・一般

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

　造メーカーの配管技能講習会 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。

必着平成29年8月28日

無

　人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形又は耐震管口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市水道局庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課 宛

免 除

・水道局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、一般社団法

久居

平成29年11月29日

久居・一志

土木一式（配水管工事）

所在地要件

まで

工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝1箇所

格 付 要 件

久居・一志・白山

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝83.6ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成２９年度　工務第５号

【地区】

【地区】



円　（税抜き）

平成29年11月20日

土木一式（配水管工事）

所在地要件

まで

工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

配水管布設工　DIPφ75㎜　L＝　147.7　ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成２９年度　工務第５０号

【地区】

【地区】

　造メーカーの配管技能講習会 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。

必着平成29年8月28日

無

　人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形又は耐震管口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市水道局庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課 宛

免 除

・水道局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、一般社団法

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

発 注 業 種

前 金 払

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

平成29年8月28日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

Ｂ

【地区】

津・香良洲

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成29年8月7日

仕切弁設置工　φ50㎜　N＝　1　箇所

契約締結の日から

工 事 担 当 課

公共下水道事業に伴う白塚町地内配水管移設工事（本設）

特定・一般

入札保証金

地内 

契約保証金

地 域 ・
格 付 要 件

津市 白塚町

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

その他

本公告の日から 平成29年8月28日

平成29年8月31日 午前９時００分

10,220,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

元請けとして、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

技術者要件

平成29年8月16日

平成29年8月23日

まで設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

部 分 払

購 入 期 間

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先



円　（税抜き）

平成29年12月11日

土木一式（配水管工事）

所在地要件

まで

工務課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝1箇所

格 付 要 件

津・香良洲

【格付】

市内本店

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

配水管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝145.1ｍ

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成２９年度　工務第５４号

【地区】

【地区】

　造メーカーの配管技能講習会 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。

必着平成29年8月28日

無

　人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形又は耐震管口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製

有

有

契約金額の１００分の１０以上

提 出 期 限

津市水道局庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課 宛

免 除

・水道局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、一般社団法

発 注 業 種

前 金 払

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

平成29年8月28日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

Ｂ

【地区】

特定・一般

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

あり

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成29年8月7日

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝9.3ｍ

配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝5.2ｍ

契約締結の日から

工 事 担 当 課

公共下水道事業に伴う柳山津興地内配水管移設工事（本設）

仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝1箇所

入札保証金

地内 

契約保証金

地 域 ・
格 付 要 件

空気弁設置工　φ75mm　Ｎ＝3箇所

津市 柳山津興

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

津・香良洲

その他

本公告の日から 平成29年8月28日

平成29年8月31日 午前９時２０分

17,680,000

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

元請けとして、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

技術者要件

平成29年8月16日

平成29年8月23日

まで設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

部 分 払

購 入 期 間

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先



円　（税抜き）

主任(監理)技術者

久居・一志・白山

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】
地 域 ・
格 付 要 件

その他

本公告の日から 平成29年8月28日

本公告の日から

平成29年8月31日 午前９時４０分

39,250,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市水道局庁舎２階　入札室

契約保証金

平成29年8月28日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課 宛

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年8月28日

無部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 平成29年8月16日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

仮設管布設工　ＰＰφ30mm　Ｌ＝4.3ｍ仮設管布設工　ＤＩＰφ200mm　Ｌ＝0.4ｍ

津市 河芸町中別保及び河芸町一色 地内 

公共下水道事業に伴う河芸町中別保及び河芸町一色地内配水管移設工事（仮設）

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成29年8月7日

仮設管布設工　ＤＩＰφ150mm　Ｌ＝316.6ｍ

仮設管布設工　ＳＧＰ－ＶＡφ150mm　Ｌ＝8.5ｍ

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式（配水管工事）

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

河芸・芸濃・美里・安濃

工 期

【地区】

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

格 付 要 件

その他要件

【地区】

２級土木施工管理技士（土木）又は同等以上の者（専任配置）

元請けとして、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

技術者要件

特定・一般

同 種 工 事
実 績 要 件

あり

Ａ１・Ａ２

Ａ１・Ａ２

　造メーカーの配管技能講習会 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。

・水道局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、一般社団法

　人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形又は耐震管口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製

まで

工務課

平成２９年度　工務第５３号

安芸

久居・一志

【格付】

有

常駐配置（主任技術者と兼務可）

仕切弁設置工　φ150mm～φ25mm　Ｎ＝31箇所

不断水仕切弁設置工　φ200mm～φ75mm　Ｎ＝9箇所

仮設管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝57.3ｍ

現場代理人

平成29年8月23日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年1月17日

仮設管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝23.7ｍ

契約締結の日から



円　（税抜き）

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】
地 域 ・
格 付 要 件

その他

本公告の日から 平成29年8月28日

本公告の日から

平成29年8月31日 午前１０時００分

73,130,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市水道局庁舎２階　入札室

契約保証金

平成29年8月28日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課 宛

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年8月28日

無部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 平成29年8月16日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

配水管布設工　ＤＩＰφ900mm　Ｌ＝217.6ｍ

津市 産品及び殿村 地内 

産品及び殿村地内配水管布設工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成29年8月7日

舗装本復旧工　Ａ＝67ｍ2

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式（配水管工事）

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

格 付 要 件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

元請けとして、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

技術者要件

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

Ａ１

　鉄管製造メーカーの配管技能講習会（ＮＳ形口径500ｍｍ以上）をいう。

・水道局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会大口径管、一般

　社団法人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形又は耐震管口径500ｍｍ以上）又は鋳

まで

工務課

平成２９年度　工務第２８号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）現場代理人

平成29年8月23日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年2月9日契約締結の日から



円　（税抜き）

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】
地 域 ・
格 付 要 件

その他

本公告の日から 平成29年8月28日

本公告の日から

平成29年8月31日 午前１０時２０分

110,740,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市水道局庁舎２階　入札室

契約保証金

平成29年8月28日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課 宛

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年8月28日

無部 分 払

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 平成29年8月16日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

消火栓設置工　単口地下式　Ｎ＝6箇所配水管布設工　ＤＩＰφ250mm　Ｌ＝725.1ｍ

津市 白山町川口 地内 

白山町川口地内配水管布設工事（その２）

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成29年8月7日

配水管布設工　ＤＩＰφ100mm　Ｌ＝38.4ｍ

配水管布設工　ＰＰφ50mm　Ｌ＝27.0ｍ

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式（配水管工事）

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

格 付 要 件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

元請けとして、水道局が指定する講習会等を修了した者を適正配置できる者

津市水道局指定給水装置工事事業者である者

技術者要件

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

Ａ１

　造メーカーの配管技能講習会 （ＮＳ形口径450ｍｍ以下）をいう。

・水道局が指定する講習会等とは、公益社団法人日本水道協会の配水管工技能講習会Ⅰ、一般社団法

　人日本ダクタイル鉄管協会の継手接合研修会（ＮＳ形又は耐震管口径450ｍｍ以下）又は鋳鉄管製

まで

工務課

平成２９年度　工務第４９号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）

空気弁設置工　φ75ｍｍ　Ｎ＝1箇所

不断水仕切弁設置工　φ250㎜～φ75㎜　Ｎ＝7箇所

仕切弁設置工　φ250㎜～φ100㎜　Ｎ＝18箇所

現場代理人

平成29年8月23日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年2月28日

配水管布設工　ＤＩＰφ75mm　Ｌ＝17.9ｍ

契約締結の日から



円　（税抜き）

まで

工務課

平成２９年度　工務第２７号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）

舗装本復旧工　Ａ＝300ｍ2

現場代理人

平成29年8月23日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年3月16日

バタフライ弁設置工　φ600mm　Ｎ＝1箇所

契約締結の日から

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

土木一式

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

格 付 要 件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）
技術者要件

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

Ａ１・Ａ２

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

有

提 出 期 限 平成29年8月16日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

橋台工　Ｎ＝2基

津市 片田田中町及び片田志袋町 地内 

片田田中町及び片田志袋町地内水管橋（下部工）築造工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成29年8月7日

配水管布設工　ＤＩＰφ600mm　Ｌ＝41.3ｍ

仕切弁設置工　φ50mm　Ｎ＝1箇所

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

その他

本公告の日から 平成29年8月28日

本公告の日から

平成29年8月31日 午前１０時４０分

71,710,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市水道局庁舎２階　入札室

契約保証金

平成29年8月28日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課 宛

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年8月28日

無部 分 払

主任(監理)技術者

市内本店

建設業許可

【格付】

【格付】【地区】
地 域 ・
格 付 要 件



円　（税抜き）

契約金額の１００分の１０以上

ホームページにて回答

主任(監理)技術者

東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）内本店又は支店等

建設業許可

過去10年間（平成19年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
鋼構造物工事で発注された上水道施設の水管橋の製作又は据付工事

【格付】

【格付】【地区】
地 域 ・
格 付 要 件

その他

本公告の日から 平成29年8月28日

本公告の日から

平成29年8月31日 午前１１時００分

95,021,000

・配置技術者について、３ヶ月以上の雇用関係が継続していること。

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

まで

前 金 払

津市水道局庁舎２階　入札室

契約保証金

平成29年8月28日

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課 宛

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

まで

必着平成29年8月28日

無部 分 払

入札保証金

設 計 図 書
の 閲 覧

最低制限価格

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

開 札 日 時
及 び 場 所

予 定 価 格

設計図書等
に 関 す る
質 問

回 答 日

有

提 出 期 限 平成29年8月16日

提 出 先 水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

郵 送 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

購 入 期 間

販 売 店

入 札 方 法

提 出 期 限

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

水管橋　ＳＵＳφ600mm L=34.4m　Ｎ＝1橋

津市 片田田中町及び片田志袋町 地内 

片田田中町及び片田志袋町地内水管橋（上部工）架設工事

工 事 場 所

工 事 担 当 課公 告 日

工 事 概 要

平成29年8月7日

配水管布設工　ＳＵＳφ600mm　Ｌ＝24.7ｍ

発 注 業 種

【ﾌﾞﾛｯｸ】

鋼構造物

所在地要件

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【ﾌﾞﾛｯｸ】

工 期

【地区】

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

格 付 要 件

その他要件

【地区】

同業種の監理技術者（専任配置）

（審査基準日：平成２７年１０月１日～平成２８年９月３０日）

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

技術者要件

特定

同 種 工 事
実 績 要 件

なし

※工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。

まで

工務課

平成２９年度　工務第２６号

【格付】

有

常駐配置（監理技術者と兼務可）現場代理人

平成29年8月23日

免 除

午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

平成30年3月9日

空気弁設置工　φ75mm　Ｎ＝1箇所

契約締結の日から

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。



円　（税抜き）

部 分 払

購 入 期 間

水道総務課・津市ホームページ「入札・契約」

ホームページにて回答

提 出 先

閲 覧 期 間

閲 覧 場 所

【地区】

設計図書等
に 関 す る
質 問

前 金 払

提 出 期 限 午後 ５ 時　まで　（指定の質問書を使用すること）

回 答 日

その他

本公告の日から 平成29年8月28日

平成29年8月31日 午前１１時２０分

1,924,000

・本公告に定める事項以外については、事後審査型条件付一般競争入札共通事項のとおりとする。

過去10年間（平成19年度以降）に施工が完了した官公庁等元請実績で以下のとおり
機械器具設置工事で発注された上水道施設のポンプの製作又は据付工事

主任(監理)技術者 同業種の技術者（実務経験）以上の者（本市発注工事における専任配置）

（審査基準日：平成２７年１０月１日～平成２８年９月３０日）

技術者要件

平成29年8月16日

平成29年8月23日

まで

・同種工事実績要件における官公庁等とは、国の機関（独立行政法人、公団、事業団その他政令で定
める法人を含む。）、都道府県、市町村等及びコリンズ登録された公益民間企業（交通（鉄道、空
港）、資源エネルギー（電気、ガス、石油）、通信会社等）とする。

設 計 図 書
の 購 入

入札方法等

設 計 図 書
の 閲 覧

入札保証金

最低制限価格

開 札 日 時
及 び 場 所

郵便入札（一般書留・簡易書留に限る）

予 定 価 格

契約保証金

地 域 ・
格 付 要 件

津市 片田志袋町

本公告の日から まで

その他要件

現場代理人

同 種 工 事
実 績 要 件

常駐配置（主任技術者と兼務可）

【ﾌﾞﾛｯｸ】

【格付】

【格付】

経営事項審査において発注業種の年平均完成工事高を有すること

郵 送 先

水道総務課契約財産担当（津市水道局庁舎１階）ＦＡＸ０５９－２３７－５８１９

平成29年8月28日

販 売 店

入 札 方 法

㈲オグラ　　津市垂水２８７０－２０　　℡059-228-9811

参 加 資 格
に 関 す る
事 項

なし

公 告 日

工 事 概 要

工 期

平成29年8月7日

契約締結の日から

工 事 担 当 課

片田浄水場洗浄タンク用ポンプ取替工事

発 注 業 種

特定・一般

地内 

※工場製作のみを行う期間においては、配置技術者の変更を認める。

必着平成29年8月28日

無

※本市発注工事とは調達契約課又は水道局発注工事で、担当課執行分を除く。

有

有

免 除

提 出 期 限

津市水道局庁舎２階　入札室

〒514-8799　日本郵便㈱津中央郵便局　留　津市水道局　水道総務課 宛

免 除

平成29年10月31日

機械器具設置

所在地要件

まで

浄水課

【ﾌﾞﾛｯｸ】

格 付 要 件

【格付】

東海三県（愛知県、岐阜県、三重県）内本店又は支店等

建設業許可

【ﾌﾞﾛｯｸ】

水中ポンプ　φ80　11KW×1.0m3/分×30m　１台

　　事後審査型条件付一般競争入札

工 事 名

工 事 場 所

平成２９年度　浄水第２８号

【地区】

【地区】



津市消防本部公告第１号 

平成２９年度津市消防職員採用試験を次のとおり実施します。 

平成２９年８月２日 

                  津市消防長 中 村 光 一  



１ 職種、採用予定人数及び受験資格 

職

種

採用

予定

人数

受    験    資    格

学 歴 等 生 年 月 日 等

消

防

職

八

人

程

度

 学校教育法による大学院・大学・

短期大学・高等専門学校・専修学校

（専門課程）・高等学校・中学校又

はこれらに相当すると消防長が認め

る学校等を卒業（修了）した人又は

平成３０年３月卒業（修了）見込み

（中学校卒業見込みを除く。）の人

 消防長が に掲げる人と同等の資

格があると認める人

○ 大学院修了

昭和５９年４月２日以降出生の人

○ 大学卒

昭和６１年４月２日以降出生の人

○ 短期大学・高等専門学校・専修学校(専
門課程）卒

昭和６３年４月２日以降出生の人

○ 高等学校卒

平成２年４月２日以降出生の人

○ 中学校卒

  平成２年４月２日以降平成１２年４月

１日までに出生の人

◎ 日本国籍を有する人、地方公務員法第１６条（欠格条項）の各号の一に該当しない人、通勤可能

な人及び身体健全で消防業務を遂行するに当たって支障のない人 

２ 職務内容 

  火災・救急・救助等における災害対応業務及びその他消防行政に関し、隔日（２４時間）勤務又は毎日

勤務による職務に従事することになります。 

３ 受験手続等 

（１）受付期間・受付時間 

平成２９年８月２日（水）から平成２９年８月２５日（金）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

（２）提出書類 

ア 津市消防職員採用試験申込書（受験票付き）------１通 

※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます。

 （印刷用紙は白色の A４版（縦：２９．７cm、横：２１cm ）を使用し、表面と裏面の上下を
同じ向きにして両面印刷してください。印刷用紙に白色の A４版を使用していない場合及び表
面と裏面の上下を同じ向きで両面印刷していない場合は、受理できません。）

※ 記入例を参考に正しく作成してください。

※ 申込書は必ず受験者本人が直筆で記入してください。

イ  返信用封筒------２通（持参による申込みの場合は１通） 

※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm）
※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知（持参による申込みの場合は、

第１次試験に係る合否の通知）を送付しますので、８２円切手をはり付け、あて先に受験者の

郵便番号、住所及び氏名（敬称は「様」）を記入してください。

（３）提出方法 

ア 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市消防職員採用試験申込書在中」と朱書きの上、必ず

簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。



平成２９年８月２５日（金）午後５時１５分までに津市消防本部消防総務課（消防本部庁舎２階）

に到着した分のみ受付の手続を行います。

イ 持参による場合 

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。

平成２９年８月２５日（金）午後５時１５分までに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行

います。

    ※ 郵送による提出に御協力をお願いします。 

（４）その他 

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わず、

書類を返却（又は返信用封筒により返送）し、又は受験を無効とすることがあります。これらによ

り生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験手続には十分注意してく

ださい。

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。

ウ 郵送による場合で平成２９年９月４日（月）までに受験票が届かないときは、津市消防本部消防

総務課（電話番号 ０５９－２５４－０３５１）へお問い合わせください。 

エ インターネット、電子メール等による提出はできません。

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。

４ 第１次試験 

（１）試験科目 

   教養試験、適性検査及び体力検査 

（２）試験の内容 

試 験 科 目 試 験 の 内 容

教 養 試 験

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推

理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能についての択一式に

よる筆記試験

適 性 検 査
消防職員としての適応性を性格的な面及び認知能力の面からみ

るための択一式による筆記検査

体 力 検 査 消防職員として必要な体力・運動能力の検査

  ※ 教養試験の試験問題は、高等学校卒業程度です。 

  ※ 試験問題及び検査問題は、活字印刷文で出題します。 

  ※ 体力検査を含め、試験中の事故等については一切責任を負いかねます。

 【送付先】〒５１４－１１０１ 津市久居明神町２２７６番地 津市消防本部消防総務課あて 

 【提出先】津市久居明神町２２７６番地 津市消防本部消防総務課（消防本部庁舎２階） 



（３）試験日 

平成２９年９月１７日（日）

（４）試験場所 

  津市立三重短期大学（津市一身田中野１５７番地） 

※ 応募状況により他会場でも行う場合があります。 

（５）結果発表 

   平成２９年１０月１０日（火）（予定）に受験者全員に対し、合否について通知を発送する

とともに、通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

５ 第２次試験 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。

（１）試験科目 

口述試験（個人面接）及び作文試験

（２）試験日 

平成２９年１０月２３日（月）又は平成２９年１０月２４日（火）（予定）

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。

（３）試験場所 

第１次試験の結果発表の際に通知します。 

（４）結果発表 

   平成２９年１１月初旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとと

もに、通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

６ 第３次試験 

  第２次試験合格者に対して次のとおり行います。

（１）試験科目 

口述試験（個人面接）及び集団討議 

（２）試験日 

平成２９年１１月中旬～下旬

詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。

（３）試験場所 

第２次試験の結果発表の際に通知します。 

（４）その他 

   第３次試験の受験日までに最終学校卒業（見込）証明書等の書類を提出していただきます。

詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。



７ 最終合格者発表 

平成２９年１２月中旬に第３次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

８ 合格から採用まで 

（１）最終合格者については、平成３０年４月１日に採用する予定です。（当該採用日に勤務でき

ないときは、採用されない場合があります。）。

（２）上記（１）の最終合格者のほか、必要に応じて追加採用候補者を決定し、合格者の辞退があ

る場合や欠員が生じた場合等に合格者として繰り上げることがあります。

   なお、当該繰上げを行う期間は、平成３１年３月３１日までとします。

（３）受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。

９ 採用後の給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。 

学         歴 初任給（給料）※１ 給与月額（見込）※２

大学院（修士課程）修了 １９１，７００円 ２３５，９００円

大学卒 １７８，２００円 ２２０，０００円

短期大学・高等専門学校・専修学校

（専門課程）卒
１６１，７００円 ２００，６００円

高等学校卒又は中学校卒（１８歳） １５０，５００円 １８７，４００円

※１ 上記の初任給は、新卒者等に係る平成２９年４月１日付けでの採用の場合の初任給であり、

採用日までに給料の改定等があった場合は、当該改定等後の額となります。また、職務経験等

がある場合は、一定の基準に基づき加算措置があります。

※２ 上記の給与月額は、給料、地域手当（勤務地：津市）、時間外勤務手当及び特殊勤務手当を

含んでいます。（１００円未満の金額については切り捨てで表記しています。）また、時間外勤

務手当については、平成２８年度１人当たりの平均時間外勤務時間数（７時間程度）で算出し

ています。

  なお、上記の給与以外に期末・勤勉手当（平成２８年度実績４．３月分）が別途支給されま

す。また、支給要件に応じて扶養手当、住居手当、通勤手当、夜間勤務手当も支給されます。

１０ 勤務条件等 

（１）勤務時間 

ア 隔日（２４時間）勤務の場合  午前８時３０分から翌日午前８時３０分まで

イ 毎日勤務の場合        午前８時３０分から午後５時１５分まで 

※ 採用後、約９か月間は、三重県消防学校で初任科教育訓練等を受けます（全寮制）。 



（２）勤務場所 

   消防本部、消防署、分署及び分遣所で勤務します。

（３）休日 

  ア 隔日（２４時間）勤務の場合  ４週間で８週休日となる変則勤務となります。

 イ 毎日勤務の場合        週休２日制（土曜日・日曜日）で、国民の祝日に関する

法律に規定されている休日及び年末年始の休日（１２月２

９日から翌年の１月３日まで）があります。

（４）休暇等 

   年次有給休暇、特別休暇（結婚休暇、産前・産後休暇、夏季休暇等）、病気休暇、介護休暇、

介護時間、育児休業及び部分休業等があります。

（５）福利厚生 

  ア 健康診断

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。

  イ 健康保険等

   三重県市町村職員共済組合等に加入し、医療に係る給付等が受けられます。

  ウ レクリエーション等

津市職員共済組合による庁内各種スポーツ大会等の事業等を実施しています。

（６）人事・研修制度 

  ア 自己希望制度

    職員の能力、適性、意向に沿った人事配置を行うために、異動希望の有無、希望する課署

等を申告する自己希望調書を毎年提出することができます。

  イ プリセプター制度

    消防の業務内容や先輩との人間関係等について、新規採用職員が抱く不安感を軽減するた

めの仕組みとして、採用されてから一定の期間、１人の新人に対して、１人の先輩職員が

指導者として担当し、心理的なサポートや職務遂行能力の指導・向上を図るプリセプター

制度を導入しています。

  ウ 研修制度

    消防職員としての基礎を学ぶ初任科教育、救急課程など三重県消防学校での研修、火災、

救急、救助等の実務研修など様々な研修を実施しています。

１１ その他 

（１）条件付採用について 

採用後６か月の間は、地方公務員法第２２条第１項に基づき条件付の採用となり、その職務

を良好な成績で遂行したときに正式採用になります（給与等に変動はありません。）。

（２）問い合わせ

この試験の詳細については津市消防本部消防総務課（消防本部庁舎２階）までお問い合わせ

ください。

電話番号（０５９－２５４－０３５１）



津市教育委員会告示第１１号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２９年８月１日

       津市教育委員会

                      教育長 倉 田 幸 則

１ 招集の日時 

平成２９年８月２日（水） 午前９時から

２ 招集の場所 

津市教育委員会庁舎４階 教育委員会室

３ 会議の事件 

平成３０年度使用小学校用教科用図書（道徳）の採択について



津市教育委員会公告第１号 

津市幼稚園教諭・養護教諭採用試験を次のとおり実施します。 

平成２９年８月２日 

津市教育委員会教育長 倉 田 幸 則   



１ 職種、採用予定人数及び受験資格 

職

種

採用

予定

人数

受    験    資    格

免 許 等 生 年 月 日 等

幼

稚

園

教

諭

三

人

程

度

幼稚園教諭普通免許状と保育士資格

の両方を有する人又は平成３０年３月

までに有する見込みの人

○ 昭和６１年４月２日以降出生の人

○ 学校教育法第９条（校長、教員の欠格

事由）及び地方公務員法第１６条（欠格

条項）の各号の一に該当しない人で通勤

可能な人

養

護

教

諭

一

人

程

度

養護教諭普通免許状を有する人又

は平成３０年３月までに有する見込

みの人

２ 職務内容 

職  種 職  務  内  容

幼 稚 園 教 諭
幼稚園、児童福祉施設等（保育所等）その他の施設における

幼児教育業務、児童の保育業務等

養 護 教 諭 幼稚園、その他の施設等における幼児児童の養護業務等

３ 受験手続等 

（１）受付期間・受付時間 

平成２９年８月２日（水）から平成２９年８月２５日（金）まで（土曜日・日曜日・祝日を除く。）

の午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

（２）提出書類 

ア 津市幼稚園教諭・養護教諭採用試験申込書（受験票付き）------１通 

※ 申込書及び受験票に同一の写真をはり、受験票は申込書から切り離さないでください。

※ 申込書は、津市ホームページからダウンロードすることもできます。

 （印刷用紙は白色の A４版（縦：２９．７cm、横：２１cm ）を使用し、表面と裏面の上下を
同じ向きにして両面印刷してください。印刷用紙に白色の A４版を使用していない場合及び表
面と裏面の上下を同じ向きで両面印刷していない場合は、受理できません。）

※ 記入例を参考に正しく作成してください。

※ 申込書は必ず受験者本人が直筆で記入してください。

イ  返信用封筒------２通（持参による申込みの場合は１通） 

※ 返信用封筒のサイズ：長形３号（縦：２３．５cm、横：１２cm）
※ この返信用封筒により受験票及び第１次試験に係る合否の通知（持参による申込みの場合は、

第１次試験に係る合否の通知）を送付しますので、８２円切手をはり付け、あて先に受験者の

郵便番号、住所及び氏名（敬称は「様」）を記入してください。



（３）提出方法 

ア 郵送による場合 

上記提出書類を封入した封筒の表面に「津市幼稚園教諭・養護教諭採用試験申込書在中」と朱書

きの上、必ず簡易書留郵便により次の送付先まで送付してください。

平成２９年８月２５日（金）午後５時１５分までに津市教育委員会事務局教育総務課（津市教育

委員会庁舎４階）に到着した分のみ受付の手続を行います。

イ 持参による場合 

上記提出書類を次の提出先まで持参してください。

平成２９年８月２５日（金）午後５時１５分までに次の提出先に持参した分のみ受付の手続を行

います。

    ※ 郵送による提出に御協力をお願いします。

（４）その他 

ア 提出された書類に記載漏れ等の不備がある場合又は虚偽の記載等がある場合等は、受付は行わず、

書類を返却（又は返信用封筒により返送）し、又は受験を無効とすることがあります。これらによ

り生じた書類提出の遅延等については一切責任を負いかねますので、受験手続には十分注意してく

ださい。

イ 郵便事情等による書類到着の遅延等についても、一切責任を負いかねます。

ウ 郵送による場合で平成２９年９月４日（月）までに受験票が届かないときは、津市教育委員会事

務局教育総務課（電話番号 ０５９－２２９－３２９２）へお問い合わせください。 

エ インターネット、電子メール等による提出はできません。

オ 申込書等は余裕を持って早い時期に提出してください。

カ 受付後の提出書類は、一切返却できません。

４ 第１次試験 

（１）試験科目 

職 種 試  験  科  目

幼 稚 園 教 諭

教養試験・専門試験

養 護 教 諭

（２）試験の内容 

試 験 科 目 試 験 の 内 容

教 養 試 験

社会、人文及び自然に関する一般知識並びに文章理解、判断推

理、数的推理及び資料解釈に関する一般知能についての択一式によ

る筆記試験

【送付先】〒５１４－００３５ 津市西丸之内３７番８号 津市教育委員会事務局教育総務課あて 

【提出先】津市西丸之内３７番８号 津市教育委員会事務局教育総務課（津市教育委員会庁舎４階）



専

門

試

験

幼 稚 園 教 諭
発達心理、教育学、保育原理、保育内容及び法規に関する択一式

による筆記試験

養 護 教 諭
応急手当、医薬品の管理・取扱い、感染症、保健指導、学校環境

衛生関係等に関する論述式による筆記試験

   ※ 教養試験の試験問題は、高等学校卒業程度です。 

   ※ 試験問題は、活字印刷文で出題します。 

（３）試験日 

平成２９年１０月１５日（日）

（４）試験場所 

  津市立三重短期大学（津市一身田中野１５７番地） 

（５）結果発表 

   平成２９年１１月上旬に受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、通知

日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

５ 第２次試験 

第１次試験合格者に対して次のとおり行います。

（１）試験科目・試験日 

職 種 試 験 科 目 試 験 日 （予 定）

幼 稚 園 教 諭
実技試験（課題実技）

職場適応性検査
平成２９年１１月１１日（土）

養 護 教 諭

口述試験（個人面接） 

実地試験（グループワーク）

職場適応性検査

平成２９年１１月１２日（日）

詳細については、第１次試験の結果発表の際に通知します。

（２）試験場所 

第１次試験の結果発表の際に通知します。 

（３）結果発表 

   平成２９年１１月下旬に第２次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとと

もに、通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

   なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。



６ 第３次試験 

  第２次試験合格者に対して次のとおり行います。

（１）試験科目 

口述試験（個人面接） 

（２）試験日 

平成２９年１２月上旬

詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。

（３）試験場所 

第２次試験の結果発表の際に通知します。 

（４）その他 

   第３次試験の受験日までに最終学校卒業（見込）証明書等の書類を提出していただきます。

詳細については、第２次試験の結果発表の際に通知します。

７ 最終合格者発表 

平成２９年１２月中旬に第３次試験受験者全員に対し、合否について通知を発送するとともに、

通知日以降、津市ホームページに合格者の受験番号を掲載します。

  なお、電話等による問い合わせには、応じることはできません。

８ 合格から採用まで 

（１）最終合格者については、平成３０年４月１日に採用する予定です（当該採用日に勤務できな

いときは、採用されない場合があります。）。

（２）上記（１）の最終合格者のほか、必要に応じて追加採用候補者を決定し、合格者の辞退があ

る場合や欠員が生じた場合等に合格者として繰り上げることがあります。

   なお、当該繰上げを行う期間は、平成３１年３月３１日までとします。

（３）受験資格を満たさない場合又は申込書に虚偽の記載がある場合等は、採用されません。

（４）日本国籍を有しない人で、就職が制限されている在留資格の人は、採用されません。

９ 採用後の給与 

津市職員の給与に関する条例等の定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、

通勤手当、期末手当、勤勉手当等が支給されます。

学   歴 初任給（給料）※１ 給与月額（見込）※２

大学卒 １７９，５００円 １９８，１００円

短期大学・専修学校（専門課程）卒 １６２，７００円 １７９，６００円



※１ 上記の初任給は、新卒者等に係る平成２９年４月１日付けでの採用の場合の初任給であり、

採用日までに給料の改定等があった場合は、当該改定等後の額となります。また、職務経験等

がある場合は、一定の基準に基づき加算措置があります。

※２ 上記の給与月額は、給料、地域手当（勤務地：津市）、教職調整額及び義務教育等教員特別

手当を含んでいます（１００円未満の金額については切り捨てで表記しています。）。

なお、上記の給与以外に、期末・勤勉手当（平成２８年度実績４．３月分）が別途支給されま

す。また、支給要件に応じて扶養手当、住居手当、通勤手当も支給されます。

１０ 勤務条件等 

（１）勤務時間 

   原則として月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分まで（休憩時間は正
午から午後１時まで）です。ただし、勤務内容や職種によって異なる場合があります。 

（２）勤務場所 

   幼稚園、保育所等で勤務します。

（３）休日 

   原則として、週休２日制（土曜日・日曜日）で、国民の祝日に関する法律に規定されている

休日及び年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日まで）があります。ただし、勤

務内容や職種によって異なる場合があります。

（４）休暇等 

   年次有給休暇、特別休暇（結婚休暇、産前・産後休暇、夏季休暇等）、病気休暇、介護休暇、

介護時間、育児休業および部分休業等があります。

（５）福利厚生 

  ア 健康診断

全職員を対象とした定期健康診断のほか、各種の健康診断を実施しています。

  イ 健康保険等

   公立学校共済組合等に加入し、医療に係る給付等が受けられます。

  ウ レクリエーション等

津市職員共済組合による庁内各種スポーツ大会等の事業等を実施しています。

（６）人事・研修制度 

  ア 自己希望制度

    職員の能力、適性、意向に沿った人事配置を行うために、異動希望の有無、希望する園等

を申告する自己希望調書を毎年提出することができます。

  イ プリセプター制度

    市の業務内容や先輩との人間関係等について、新規採用職員が抱く不安感を軽減するため

の仕組みとして、採用されてから一定の期間、１人の新人に対して、１人の先輩職員が指

導者として担当し、心理的なサポートや職務遂行能力の指導・向上を図るプリセプター制

度を導入しています。

  ウ 研修制度

    実務研修、職務実践研修など様々な研修を実施しています。



１１ その他 

（１）条件付採用について 

採用後１年の間は、地方公務員法第２２条第１項及び教育公務員特例法第１２条第１項に基

づき条件付の採用となり、その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になります（給与

等に変動はありません。）。

（２）併願について 

   津市が実施する職員（保育士等）の採用試験との併願が可能です。

（３）問い合わせ 

   この試験の詳細については津市教育委員会事務局教育総務課（津市教育委員会庁舎４階）ま

でお問い合わせください。

電話番号（０５９－２２９－３２９２）



◎ 日本国籍を有しない人が津市幼稚園教諭・養護教諭採用試験を受験するに当たって

日本国籍を有しない人の任用等について

「公権力の行使」又は「公の意思の形成への参画」にたずさわる公務員となるためには、日本国

籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには、必ずしも日本国籍を必要としないという、いわ

ゆる公務員に関する基本原則に基づき、任用されます。

したがいまして、日本国籍を有しない人については、職種を問わず、「公の意思の形成への参画」

にたずさわる職には、将来においても、任用しないことを条件として、採用を行います。

日本国籍を有しない人は、どのような職種であっても、次に掲げる「公の意思の形成への参画」

にたずさわる職には、将来においても、任用されません。

                                     

○ 「公の意思の形成への参画」にたずさわる職について

  「公の意思の形成への参画」にたずさわる職とは、職種を問わず、ライン職における課

長に係る専決の権限を有する職以上の職で、具体的には、課長、部次長及び部長並びに

これらに類する権限を有する職と津市の活動について、その企画、立案、決定等に関与

する担当副参事（課長級）、担当参事（部次長級）及び担当理事（部長級）が該当しま

す。

したがって、もっぱら専門的な分野における調査・研究等に係る事務や技術的な事

務、あるいは特命の域での補佐的・補助的な事務などにたずさわる担当理事、担当参事

及び担当副参事並びに担当主幹級以下の職までの昇任は可能となります。


